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令和元年度救急業務のあり方に関する
検討会報告書の概要 消防庁救急企画室

はじめに

　消防庁救急企画室では、高齢化の進展を背景として救
急需要が増大する一方、救急隊の増隊には限界があるた
め、救急業務の円滑な実施と質の向上や、救急車の適正
利用の推進等、救急業務を安定的かつ持続的に提供し救
命率の向上を図ることを目的に、「令和元年度救急業務
のあり方に関する検討会」（座長：有賀　徹 独立行政法
人 労働者健康安全機構理事長）を開催しました。検討
会では、救急業務を取り巻く諸課題やその対応策につい
て、有識者を交えて３回にわたり検討を行いました。今
回、令和２年３月にまとめられた検討会報告書の概要に
ついて紹介します。

検討の背景と目的1

　平成30年中における全国の救急自動車による救急出
動件数は約661万件、搬送人員は約596万人で、いずれ
も過去最多を更新しました。救急出動件数の増加等を要
因に、救急活動時間は延伸傾向にあり、平成30年中の
病院収容所要時間（119番通報を受けてから医師に引き
継ぐまでに要した時間）は39.5分（前年比0.2分増）と
なっています。
　このような背景から、救急業務を安定的かつ持続的に
提供していくための課題に対応するため、今年度の検討
会では、「救急業務の円滑な実施と質の向上」、｢救急車
の適正利用の推進｣ 、「その他」の分類に沿って、外国
人傷病者対応等の検討項目（図表参照）について検討を
行いました。

各検討事項の概要2

（1）外国人傷病者対応
　外国人傷病者対応については、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会等の今後の国際的大規模イベ
ントの開催に伴う訪日外国人旅行者の増加等にあわせて、
外国人傷病者からの救急要請も増加することが懸念され
ていることから、これまでの検討を踏まえ、現在の外国人

令和元年度救急業務のあり方に関する検討会　主要検討項目

傷病者対応における課題を整理するとともに、令和元年度
に行われた国際的大規模イベント等での対応状況や先進
的な取組を把握することを目的として、検討を行いました。
　国際的大規模イベント（ラグビーワールドカップ
2019日本大会やG20大阪サミット等）への対応を実施
した消防本部等による連絡会での検討やアンケート調査
等から、コミュニケーションにおける留意点を整理する
とともに、医療機関選定に関する課題が挙げられました。
　外国人傷病者対応時のコミュニケーションについて
は、救急ボイストラや三者間同時通訳等のコミュニケー
ションツールの活用により基本的な対応は可能であるこ
とが示されましたが、留意点としてそれぞれのツールの
長所・短所を把握し、状況に応じた使い分けを考慮した
上で、様々なツールを備えることが重要であることが示
されました。
電話通訳センターを介した三者間同時通訳及び多言語音声翻訳アプリ

「救急ボイストラ」における留意点
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　医療機関選定に関する課題については、国際的大規模
イベント開催時と平常時における検討を行い、それぞれ
対応策が示されました。
　国際的大規模イベント時の対応策としては、G20大阪
サミットにおいて活用された医療機関連絡表の改善が有
効な取組として示され、対応可能言語や対応可能時間帯
などの情報を正確かつ詳細に記載し、救急隊や指令室等
と共有することで、外国人傷病者の医療機関選定に役立
つことが期待できるとされました。
　また、平常時の対応策としては、厚生労働省及び観光
庁が連携して取りまとめた医療機関リストを基に、救急
隊が救急現場で活用可能な医療機関リストを作成するこ
とや各地域における外国人患者を受け入れる拠点的な医
療機関とのコミュニケーションを行うことによって、円
滑な医療機関選定につながることが考えられるとされま
した。

－医療機関リストの掲載情報－
●都道府県　●医療機関名（日本語・英語）　●郵便番号　●住所（日本語・
英語）
●電話番号  ●受付時間　●WEBサイト　●対応診療科と対応外国語●利
用可能なクレジットカード　●その他利用可能なキャッシュレスサービス　
●24時間365日対応可否 ●災害拠点病院　●外国人受入環境整備事業の対
象医療機関　●JMIP（ジェイミップ）　●JIH（ジャパンインターナショナル
ホスピタルズ）
●都道府県が選出する外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関
カテゴリー１：入院を要する救急患者に対応可能な医療機関　
カテゴリー２：診療所・歯科診療所も含む外国人患者を受入可能な医療機関
●医療機関種別　●救急医療体制
●外国人患者対応の専門部署の有無及び対応言語・対応可能日時　
●外国人向け医療コーディネーターの有無および対応言語・対応可能日時
●医療通訳者の有無および対応言語・対応可能日時　
●遠隔通訳の有無および対応言語・対応可能日時　
●その他の言語サポートの有無および対応言語・対応可能日時

医療機関リスト掲載情報

医療機関リスト（実際のExcel表）

※厚生労働省HP（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html）

　今回取りまとめた内容を参考に、各地域の実情に応じ
て必要な取組を行うことが望まれます。
（2）メディカルコントロール体制のあり方
　平成３年に救急救命士法が施行された後、平成13年
にいわゆるメディカルコントロール体制（以下「MC体
制」という。）の構築を積極的に進めることが消防庁か
ら全国に通知され、体制整備が進んでいます。一方で、
MC体制の構築から約20年が経過し、MC体制に期待さ

れる役割が拡大し、多様化してきているため、特にMC
体制の基礎であり、土台となる役割が十分に機能してい
るかについて、実態調査による現状把握と、課題の抽出
を行い、今後のMC体制のあり方について検討を行いま
した。

　MC体制の概要

　アンケートの分析結果から、救急救命士に対する指示
を常時受けることができる体制や、消防機関と医師双方
による事後検証体制、再教育としての病院実習を行う体
制については、ほぼ全国的に実施できる体制整備がなさ
れていることが判明しました。一方で、より適切な指示
を医師から受けることができるようなメディカルコント
ロール協議会の取組や、日常的な再教育における指導救
命士の役割や活用方法等について、課題が抽出されまし
た。
　今後は、抽出された課題に対して基礎的なMC体制を
全国でしっかりと構築できるような解決策を講じるとと
もに、拡大・多様化する今後のMC体制のあり方につい
ても、把握した現状を元に検討を行っていくこととされ
ました。

（3）救急安心センター事業（♯7119）の事業検証体制
　救急安心センター事業（♯7119）は、令和元年12月
１日現在、全国16地域で実施され、国民の43.9％がサー
ビスを受けられる状況となっています。
　事業が徐々に広がりを見せる中で、事業の検証（評価）
については各実施団体に一任されているのが現状です。
そこで、事業の質を向上し、住民に安心・安全な相談事
業を提供することを目的に、♯7119に寄せられた意見

（苦情、感謝等）に対する検証体制と応答率の評価方法
について検討し、検証・評価体制のモデルを作成すると
ともに、事業を外部委託する際の仕様書の例を示しまし
た。
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　♯7119の導入状況

♯7119における事業検証の３つの枠組（イメージ）

これまでに示されている♯7119の事業効果

　また、今後も消防庁と実施団体とが一体となって、連
携・協力・議論を継続し、事業効果の定量化のほか、事
業のレベルアップに取り組む必要性が示されました。
　♯7119の全国展開を推進するためには、事業効果の
提示に加え、社会的要因や地域実情に対応した事業の必
要性を改めて検証するとともに、未導入地域における事
業実施に向けた体制づくりが必要であり、本検討会とし

ても今後の検討課題であると考えています。

（4）緊急度判定の実施・検証
　３年間の検討の最終年度として、前々年度の検討結果
や前年度の準備を踏まえ２つのモデル地域において、
119番通報時及び救急現場における緊急度判定の実施・
検証及び結果の分析を行い、緊急度判定を導入した場合
に享受されうるメリット等の情報を全国の消防本部に提
供することで、緊急度判定の導入や既存の運用方法の見
直しを促すことを目的として、検討を行いました。

　平成29年度からの３年間のスケジュール

　その結果、プロトコルに基づいた緊急度判定を導入す
ることにより、119番通報時に緊急度の高い事例を速や
かに判断しPA連携などの部隊運用の強化を図ることで、
出動指令から現場到着までの所要時間の短縮が可能とな
ることや、指令担当職員間の ｢均一性｣ が担保された出
動指令を出すことができるといった効果が得られること
を確認できたことに加え、導入するに当たっての留意点
等についても明らかにしました。
　また、消防本部において緊急度判定の導入及び運用を
する場合の参考として用いることができるように、実施
手順及び活動方針等をまとめた「緊急度判定の導入及び
運用手引書」を作成しました。

　緊急度判定の導入及び運用手引書（119番通報時・救急現場）
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　また、今回の実施・検証により示された結果を踏まえ、
既に緊急度判定を導入している消防本部にあっては、既
存の運用方法のバージョンアップや出動体制等の充実を
図っていくこと、未導入の消防本部にあっては今回示さ
れた具体的な効果を踏まえて導入に向け前向きな検討を
開始することの必要性が示されました。平成17年度か
ら目標とし、議論を重ねてきた「救急医療を必要とする
傷病者に対し、緊急性を適切に判断し、迅速に医療機関
に搬送するという概念」が全国各地でいよいよ確実に定
着することが強く期待されます。

（5）救急業務に関するフォローアップ
　救急業務に関する取組状況については、救急業務に関
するフォローアップとして、アンケート調査による全国
の実態把握と並行して、都道府県の担当部局と共に消防
本部を個別訪問し、現状及び課題の認識の共有並びに必
要な助言を行いました。
　一連のフォローアップにより、都道府県及び消防本部
が各地域における救急業務の現状を分析し、課題や問題
点を認識する一つの契機となり、今後は、更なるステッ
プとして、各地域における課題や問題点への対応策につ
いて、消防庁としても各地域が認識している問題意識を
踏まえた上でサポートを行っていきます。

（6）�傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の
実施

　近年、救急現場において、119番要請され、心肺停止
の傷病者に対応する際に、傷病者の家族等から本人が心
肺蘇生を望んでいなかったという意思を示される事案が
生じており、一刻を争う差し迫った状況の中、救急隊が
心肺蘇生の中止及び救急搬送の判断に苦慮することが課
題となっています。こうした背景のもと、平成30年度
から検討部会を設置し、消防本部等の取組状況の実態調
査や、これに基づく課題の整理及び検討を行い、令和元
年７月に検討部会報告書を取りまとめました。
　当該事案については、「本人の生き方・逝き方は尊重
されていくもの」との基本的認識が示された一方で、傷
病者が心肺停止になった経過や心肺蘇生の中止について
話し合った関係者の範囲・内容、かかりつけ医等との連
絡の有無等、救急現場における状況は、千差万別である
ことに加え、緊急の場面であり、多くの場合医師の臨場
はなく、通常救急隊には事前に傷病者の意思は共有され
ていないなど時間的情報的な制約があります。このため、
救急隊の対応は十分な検討が必要であり、今後、事案の

実態を更に明らかにしていくとともに、各地域での検証
を通じた、事案の集積による、救急隊対応についての知
見の蓄積が必要であると結論付けました。
　消防庁では、検討部会の報告書を踏まえ、全国の消防
本部に対して今後期待される事項等についての通知（「平
成30年度救急業務のあり方に関する検討会傷病者の意
思に沿った救急現場における心肺蘇生の実施に関する検
討部会」報告書について（令和元年11月８日付け消防
庁救急企画室長通知）を発出し、消防本部に対し、地域
包括ケアシステムやACP（アドバンス・ケア・プランニ
ング、愛称「人生会議」）に関する議論の場への参画な
どを求めました。

傷病者の意思に沿った救急現場における
心肺蘇生に関する検討部会報告書（概要）

傷病者の意思に沿った救急現場における
心肺蘇生に関する検討部会報告書（要点）

（7）救急隊における観察・処置
　近年ほぼ一貫して増加している救急搬送人員の内訳を
見ると、平成30年では「循環器系（心疾患、脳疾患等）」
に分類されたものが「急病」の中で最も多くなっていま
すが、心臓病、脳卒中のいずれも、発症時及び救急隊接
触時からできるだけ早期の治療介入により予後の改善が
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期待できる疾患であることは広く知られています。今回、
「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他
の循環器病に係る対策に関する基本法」の公布・施行等
を背景に両疾患に関する救急隊の観察・処置等について、
関係学会から消防庁に対して最新の科学的知見に基づく
提案がなされたことから、当該提案に対して救急業務や
救急医療の観点から検討を行いました。
　「迅速性」、「客観的効果」等の救急隊の応急処置の原則、
地域における救急医療体制の現状等に鑑みれば、両疾患
とも身体観察に関する提案項目については、周知や教育
機会の確保を全国に促していくことが望ましいこと、ま
た、搬送体制に関する提案項目については、地域の救急
医療体制等の実情に応じて、各地域において検討が行わ
れることが望ましい等の結論に至りました。

知見からアップデートを行っていくことの必要性につい
て示されました。

日本脳卒中学会から提示された観察項目

　救急隊が傷病者に対して適切な観察・処置を行い、適
切な搬送先医療機関を選定し、早期治療につなげていく
ことの重要性については議論を待たないことであり、医
学の進歩に伴い、治療につながる新しい知見が蓄積され
ていく中で、救急隊としても自らの活動について医学的

おわりに

　令和元年度の検討会においては、2020年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会等の国際的大規模イベ
ントに向けた外国人傷病者対応や、消防庁としての最重
要施策の１つである救急安心センター事業（♯7119）
に係る事業検証、メディカルコントロール体制のあり方、
緊急度判定の実施・検証といった消防庁の各種重要課題
の多岐にわたる検討のほか、傷病者の意思に沿った救急
現場における心肺蘇生の実施検討の報告、救急業務に関
するフォローアップによる各地域の救急業務への取組状
況の把握等、救急業務のあり方について多くの成果をま
とめることができました。
　本報告書が各地域で有効活用され、救急救命体制の充
実・強化の一助となり、我が国の救命率の向上につなが
ることを期待しています。

問合わせ先
　消防庁救急企画室
　TEL: 03-5253-7529


